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	項　　目（投稿者自身が確認し、責任を負うものについて、右欄に○印を記入）
	

	1
	『日本評価研究』の投稿・執筆要領をよく確認の上、投稿論文等を執筆しました。投稿論文等本体に加え、査読用として、投稿者が判別できる情報をすべてマスキングしたバージョンを一緒に送付します。https://evaluationjp.org/activities/journal 
	

	2
	参考文献についても、『日本評価研究』の執筆要領に則って記載しました。1hen3_SHIPPITSUyoryo20251215.pdf
	

	3
	投稿論文等の最初のページに、表題、著者名、所属先、E-mail、和文要約（400 字程度）、和文キーワード（5つ以内）を記載しました。
	

	4
	投稿論文等の最後のページに、英文表題、英文著者名、英文所属先、E-mail、英文要約（150words 程度）、英文キーワード（5つ以内）を記載しました。
	

	5
	投稿論文等が制限ページ数の範囲に収まっていることを確認しました。
	

	6
	投稿論文等に誤字脱字がないことをチェックしました。
	

	7
	投稿論文等は未発表のものであり、他の書籍や雑誌等（オンラインで閲覧可能なものを含む）に投稿中あるいは投稿予定のものではありません。
	

	8
	論文等の投稿に当たっては、独立行政法人日本学術振興会（2015）『科学の健全な発展のために』を遵守します。投稿論文等は研究倫理にもとるものではありません。https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-kousei/data/rinri.pdf
	

	9
	投稿論文等が、査読の結果、掲載不可となることがありうること、また直近の巻号に掲載されないことがありうることを、了承します。
	

	10
	印刷所への入稿後の校正の機会が1回のみ（誤字脱字等の修正に限る）であることを、了承します。
	

	11
	投稿論文等に受託研究の成果・内容が含まれる場合、その投稿論文等が掲載・公刊となりうることについて、委託元の了承を得ています。
	

	12
	投稿要領第4条に基づき、編集委員長が認める学術情報データベース等への論文等掲載に差し支えがある場合には、『日本評価研究』への掲載決定時に編集委員会に申し出ます。
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